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令和４年第１回常滑市議会定例会

提出案件について

今回の市議会定例会に提出する案件は

報 告 １件

当 初 予 算 案 ９件

補 正 予 算 案 ４件

条例の一部改正案 10件

単 行 議 案 ３件

同 意 案 １件

の計28件です。各案件について、その概要を説明いたします。

報告第１号 専決処分の報告について

市道における自動車損傷事故の損害賠償の額及びそれに伴う和解につい

て、専決処分をしたので報告するものであります。

議案第２号から第10号までは

令和４年度における常滑市の一般会計、国民健康保険事業特別会計、後

期高齢者医療特別会計、介護保険事業特別会計、常滑駅周辺土地区画整理

事業特別会計、下水道事業会計、水道事業会計、モーターボート競走事業

会計及び病院事業会計の当初予算で、予算額は次のとおりであります。

（単位 千円）

会計別 令和４年度 令和３年度
伸び率

(%)

一 般 会 計 24,030,000 25,370,000 △5.3

国民健康保険事業特別会計 5,063,547 4,833,304 4.8

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 853,832 826,954 3.3

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 5,124,369 4,959,138 3.3
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議案第11号から第14号までは

令和３年度における常滑市の一般会計、国民健康保険事業特別会計、介

護保険事業特別会計、常滑駅周辺土地区画整理事業特別会計の補正予算で、

補正額は次のとおりであります。

（単位 千円）

議案第15号 常滑市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について

国において、非常勤職員の育児休業取得要件の緩和及び育児休業に関す

常滑駅周辺土地区画整理事業

特別会計
135,502 128,138 5.7

会計別 令和４年度 令和３年度
伸び率

(%)

下水道事業会計

収益的収入 2,529,145 2,533,809 △0.2

収益的支出 2,385,732 2,262,370 5.5

資本的収入 1,871,011 2,329,844 △19.7

資本的支出 1,928,538 2,539,163 △24.0

水 道 事 業 会 計

収益的収入 1,608,040 1,611,991 △0.2

収益的支出 1,398,835 1,414,180 △1.1

資本的収入 139,551 139,923 △0.3

資本的支出 812,389 644,893 26.0

モーターボート

競 走 事 業 会 計

収益的収入 72,175,871 51,494,756 40.2

収益的支出 68,315,162 49,263,643 38.7

資本的収入 2 1,088,642 △100.0

資本的支出 486,194 3,691,754 △86.8

病 院 事 業 会 計

収益的収入 7,287,215 7,217,150 1.0

収益的支出 7,630,498 7,125,324 7.1

資本的収入 517,362 1,789,718 △71.1

資本的支出 706,286 1,888,998 △62.6

会計別 補正前の額 補正額 補正後の額

一 般 会 計 28,686,376 1,067,276 29,753,652

国民健康保険事業特別会計 4,873,312 361,469 5,234,781

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 4,992,430 506 4,992,936

常滑駅周辺土地区画整理事業

特別会計
144,815 △52,911 91,904
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る措置がされることに伴い、所要の改正をするものであります。

議案第16号 常滑市国民健康保険税条例の一部改正について

全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改

正する法律の施行に伴い、所要の改正をするものであります。

議案第17号 常滑市高坂墓園の設置及び管理に関する条例の一部改正につ

いて

近年、墓所の返還が増えていることに伴い、返還歴のある区画の永代使

用料を改正するため、所要の改正をするものであります。

議案第18号 常滑市道路占用料条例の一部改正について

愛知県道路占用料条例の一部改正に伴い、所要の改正をするものであり

ます。

議案第19号 常滑市漁港管理条例の一部改正について

漁港の占用料の額について、常滑市道路占用料条例に規定する額を引用

するよう改正するため、所要の改正をするものであります。

議案第20号 常滑市公共用物の管理に関する条例の一部改正について

公共用物の使用料の額について、常滑市道路占用料条例に規定する額を

引用するよう改正するため、所要の改正をするものであります。

議案第21号 常滑市準用河川占用料条例の一部改正について

準用河川の占用料の額について、常滑市道路占用料条例に規定する額を

引用するよう改正するため、所要の改正をするものであります。

議案第22号 常滑市海岸管理条例の一部改正について

海岸の占用料の額について、常滑市道路占用料条例に規定する額を引用

するよう改正するため、所要の改正をするものであります。
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議案第23号 常滑市都市公園条例の一部改正について

電柱等に係る土地の使用料の額について、常滑市道路占用料条例に規定

する額を引用するよう改正するため、所要の改正をするものであります。

議案第24号 常滑市使用料及び手数料条例の一部改正について

愛知県道路占用料条例の一部改正に伴う常滑市道路占用料条例の改正に

関連して、所要の改正をするものであります。

議案第25号 第６次常滑市総合計画基本構想の策定等について

第６次常滑市総合計画基本構想を策定するとともに、第５次常滑市総合

計画基本構想に係る計画期間を変更するため、議会の議決を求めるもので

あります。

議案第26号 市道の路線廃止について

常滑駅周辺土地区画整理事業の進捗に伴う廃道及び経年変化に伴い、起

終点が変更となる市道の路線を廃止するため、議会の議決を求めるもので

あります。

議案第27号 市道の路線認定について

経年変化に伴い、起終点が変更となった市道の路線を認定するため、議

会の議決を求めるものであります。

同意案第１号 常滑市教育委員会教育長の任命について

令和４年３月31日で、常滑市教育委員会教育長の 圡 方 宗 広氏が任期満
ひじかたむねひろ

了となり、引き続き同氏を任命したいため、議会の同意を求めるものであ

ります。


